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市役所前の新緑市役所前の新緑

常任委員会委員等を改選

　５月７日に行われた第１回臨時会では、市長か
ら提出された議案の審議後、常任委員会及び議会
運営委員会、特別委員会の各委員の選任、監査委
員の選任や広域大和斎場組合議会議員の選出など
を行いました。
（新しい委員構成は２面、審議結果は４面に掲載）

今臨時会には、市長から、専決処分の
承認についての報告７件（大和市介護保
険条例の一部を改正する条例、大和市国
民健康保険条例の一部を改正する条例、
令和２年度大和市国民健康保険事業特別
会計補正予算（第１号）、大和市おもい
やりマスク着用条例、大和市長等常勤の
特別職の職員の給与に関する条例の一部
を改正する条例、令和２年度大和市一般
会計補正予算（第１号）、令和２年度大
和市一般会計補正予算（第２号））が提
出され、それぞれ承認しました。
大和市介護保険条例の一部を改正する
条例は、介護保険法施行令及び介護保険
の国庫負担金の算定等に関する政令の一
部を改正する政令が公布されたことに伴
い、改正を行ったものです。
大和市国民健康保険条例の一部を改正
する条例は、新型コロナウイルス感染症
に感染した被保険者等に対し傷病手当金

を支給するため、改正を行ったものです。
令和２年度大和市国民健康保険事業特
別会計補正予算（第１号）は、新型コロ
ナウイルス感染症に感染した被保険者等
に対し傷病手当金を支給するため、予算
を補正したものです。
大和市おもいやりマスク着用条例は、
新型インフルエンザ等対策特別措置法
（平成２４年法律第３１号）第３２条第
１項に基づく新型コロナウイルス感染症
緊急事態宣言が、令和２年４月７日付で
なされたことに伴い、市民一人一人が思
いやりの心を持ってマスク着用を心がけ
ることにより、感染拡大及び健康被害の
防止が図られることに関する意識啓発等
を早急に行いたい必要により制定したも
のです。
大和市長等常勤の特別職の職員の給与
に関する条例の一部を改正する条例は、
新型コロナウイルス感染症のまん延に伴

い、令和２年５月から３か月間、市長、
副市長及び教育長の給料月額を減額した
い必要により、改正を行ったものです。
令和２年度大和市一般会計補正予算
（第１号）は、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止及びこれに伴う雇用の維持
を目的として、神奈川県からの要請に協
力し、休業又は営業時間の短縮を行った
市内中小企業者及び個人事業主に対し給
付金を支給するため、予算を補正したも
のです。
令和２年度大和市一般会計補正予算
（第２号）は、新型コロナ
ウイルス感染症対策に係る
国の補正予算成立に伴い、
特別定額給付金及び子育て
世帯への臨時特別給付金を
支給するため、予算を補正
したものです。以上の報告
７件は、特に緊急を要する

ため専決処分されたものです。
そのほか、本会議において、任期１年

の満了に伴う常任委員会委員の選任、議
会運営委員会委員の選任、基地対策特別
委員会委員の選任を行いました。
併せて、各委員会で正副委員長の互選

も行われ、新しい構成による議会運営が
スタートしました。
さらに、監査委員の選任についての議

案の審議、広域大和斎場組合議会議員の
選挙などを行い、第１回臨時会を閉会し
ました。

御 挨 拶
このたびの臨時会で、委員会等の
各委員が改選され、市議会は新しい
体制となりました。新体制に当たり、
所信の一端を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症が世界
中に広がり、誰もが経験したことの
ない事態となりました。本市におき
ましても予断を許さない状況にあり
ます。
また、様々な社会活動の自粛が長
期化している中で、暮らしや地域経
済への影響も懸念されます。

しかしながら、感染の拡大防止に
向け、国民が連帯し自主的に取り組
む様子や、昼夜を問わず対策に当た
られている皆様に思いを致しますと、
必ずやこの難局を乗り越えられるも
のと考えています。
二元代表制の一翼を担う市議会に
おいては、行政と対等な立場で協力
し、市民の命、そして生活を守り抜
くため、全力で取り組んでいく所存
でございます。
本市の最重要課題の一つである厚

木基地の問題については、空母艦載
機部隊の移駐完了から２年が過ぎま
したが、これからも市民の負担軽減
や事故への不安解消を目指してまい
ります。
今後とも、日々の暮らしの中で安
全安心を実感していただけるよう、
皆様の負託に応え、開かれた議会を
目指し、全議員が一丸となって努力
してまいりますので、引き続き御理
解と御協力を賜りますようお願い申
し上げ、挨拶といたします。

　本市では、監査委員に
識見を有する者から１名
と、議会から選出される
１名の合計２名を置いて
います。
　議会選出の委員である

古谷田力議員（明るいみ
らい大和）の辞職に伴い、
鳥渕優議員（公明党）を
選任したい旨の議案が市
長から提出され、議会は
全員賛成で同意しました。

　大和・海老名・座間・
綾瀬の４市で組織する広
域大和斎場組合議会議員
として本市から６名を選
出しています。そのうち、
古木邦明議員（自由民主

党）、安藤博夫議員（大
和正風会）に代わって、
町田零二議員（明るいみ
らい大和）、吉澤弘議員
（公明党）の２名を新た
に選出しました。

市民の負託に応え、開かれた議会に

監査委員に鳥渕優議員を選任

広域大和斎場組合議会議員 2名を選出

４月
３０日　議会運営委員会

5月
　７日　�第１回臨時会開会
　　　　議会運営委員会
　　　　本会議
　　　　第１回臨時会閉会
１２日　広報委員会
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会 派 構 成会 派 構 成 委員会委員等の新しい構成

常任委員会
委員会名 氏　名

総
　
　
　
　
務

◎木　村　賢　一

○河　端　恵美子

　山　崎　佐由紀

　佐　藤　正　紀

　青　木　正　始

　古谷田　　　力

　吉　澤　　　弘

厚
　
　
　
　
生

◎町　田　零　二

○石　田　　　裕

　古　木　邦　明

　堀　口　香　奈

　山　田　己智恵

　安　藤　博　夫

　小　倉　隆　夫

文
教
市
民
経
済

◎金　原　忠　博

○高　久　良　美

　野　内　光　枝

　布　瀬　　　恵

　中　村　一　夫

　赤　嶺　太　一

　平　田　純　治

環
　
境
　
建
　
設

◎小　田　博　士

○国　兼　久　子

　福　本　隆　史

　山　本　光　宏

　井　上　　　貢

　鳥　渕　　　優

　大　波　修　二

� ◎委員長　○副委員長

♢監査委員
鳥渕　　優
♢広域大和斎場組合議会議員
青木　正始　　町田　零二　　大波　修二　　高久　良美
平田　純治　　吉澤　　弘
♢厚木基地周辺市議会基地対策協議会委員
中村　一夫　　平田　純治
♢基地対策協議会委員
野内　光枝　　山本　光宏　　堀口　香奈　　中村　一夫
国兼　久子　　大波　修二　　平田　純治　　吉澤　　弘
♢下水道運営審議会委員
古木　邦明
♢都市計画審議会委員
金原　忠博　　山本　光宏　　石田　　裕　　井上　　貢
♢市立病院運営審議会委員
堀口　香奈　　山田己智恵
♢市営住宅運営審議会委員
中村　一夫

♢社会福祉審議会委員
野内　光枝　　国兼　久子
♢国民健康保険運営協議会委員
古谷田　力　　吉澤　　弘
♢民生委員推薦会委員
佐藤　正紀　　平田　純治
♢社会福祉協議会評議員
小倉　隆夫
♢県道丸子中山茅ヶ崎線道路整備促進協議会委員
鳥渕　　優　　赤嶺　太一　　木村　賢一
♢相模原二ツ塚線及び水窪座間線建設促進協議会委員
小田　博士　　河端恵美子　　山崎佐由紀　　安藤　博夫
♢福祉推進委員会委員
布瀬　　恵
♢青少年問題協議会委員
福本　隆史
♢交通安全対策協議会委員
青木　正始　　平田　純治

附 属 機 関 等

　本市議会は２８名の議員で構成され、議員は次の７会派に属
するなどして活動しています。
　なお、３月３０日付で会派名が、自民党・新政クラブは自由
民主党に、やまと市民クラブは明るいみらい大和に変更され、
併せて所属議員についても、やまと市民クラブから木村賢一議
員、小倉隆夫議員、青木正始議員が退会し自由民主党へ加入、
自民党・新政クラブから山本光宏議員が退会し大和正風会へ加
入する変更が行われました。
　また、４月２７日付で公明党の代表者が山田己智恵議員から
吉澤弘議員に変更されました。

� ○は代表者

自由民主党（９名）
◯井上　　貢 　古木　邦明

　福本　隆史 　小田　博士

　青木　正始 　中村　一夫

　小倉　隆夫 　平田　純治

　木村　賢一

公明党（５名）
○吉澤　　弘 　河端恵美子

　金原　忠博 　鳥渕　　優

　山田己智恵

大和正風会（４名）
〇赤嶺　太一 　山本　光宏

　佐藤　正紀 　安藤　博夫

神奈川ネットワーク運動（３名）
○国兼　久子 　布瀬　　恵

　山崎佐由紀

明るいみらい大和（３名）
〇町田　零二 　野内　光枝

　古谷田　力

日本共産党（２名）
○高久　良美 　堀口　香奈

虹の会（２名）
○大波　修二 　石田　　裕

議会運営委員会
氏　　名

◎赤　嶺　太　一� ◯井　上　　　貢

　福　本　隆　史� 　山　崎　佐由紀

　石　田　　　裕� 　堀　口　香　奈

　鳥　渕　　　優� 　山　田　己智恵

　町　田　零　二� 　木　村　賢　一

基地対策特別委員会
氏　　名

◎中　村　一　夫� ◯山　本　光　宏

　小　田　博　士� 　金　原　忠　博

　野　内　光　枝� 　青　木　正　始

　山　田　己智恵� 　国　兼　久　子

　赤　嶺　太　一� 　大　波　修　二

　高　久　良　美� 　平　田　純　治

広 報 委 員 会
氏　　名

◎佐　藤　正　紀� ◯福　本　隆　史

　金　原　忠　博� 　野　内　光　枝

　布　瀬　　　恵� 　石　田　　　裕

　堀　口　香　奈

大和市
イベントキャラクター

ヤマトン
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令和 2 年（2020年） 6 月 15 日 第300号　（3）や ま と 市 議 会 だ よ り

　市議会は、毎年、定例会が
３月、６月、９月、１２月の
年４回開かれ、市長や議員が
提出した議案や、市民の方々
が提出した請願・陳情書の審
議、一般質問などが行われま
す。
　本会議はどなたでも傍聴す
ることができます。
　また、市議会ホームページ
からも生中継・録画映像配信
を御覧になれますので、ぜひ
御利用ください。
　なお、新型コロナウイルス

感染症の拡大を防止するため、
傍聴にあたりましては、手洗
いやうがい、咳エチケットの
実施等について、御配慮いた
だきますとともに、傍聴席に
関しても、１席分の間隔を空
ける取扱いとさせていただい
ておりますので、御理解、御
協力をお願いいたします。
　傍聴の受付、詳細について
のお問合せは、市役所本庁舎
５階、議会事務局議事係（電
話０４６－２６０－５５０３）
にお願いいたします。

請願・陳情について
　請願は、憲法で保障されて
いる権利で、国や地方公共団
体に意見や要望等を文書で申
し述べるものであり、紹介議
員が必要です。陳情も同様に
文書で申し述べるものですが、
法令に定めはありません。
　提出された請願書は、委員
会に付託して審査され、本会
議で採決されます。
　陳情書については、「陳情
書の処理基準」に基づき、同
基準に該当するものは原則と
して、委員会に付託されませ
ん。その場合は、陳情書の写
しを全議員に配付します。付
託された場合は、請願と同様

に処理されます。
　なお、委員会では、委員長
の許可の下に意見陳述を行う
ことができます。
　請願書・陳情書は年４回開
催される定例会で審議されま
す。手続の都合上、定例会初
日の６日前（土、日、祝日を
除く）の１７時までに、御提
出ください。
　市議会ホームページには、
記入例等も掲載していますの
で、御覧ください。御不明な
点等ございましたら、議会事
務局議事係（電話０４６―２
６０―５５０３）までお問合
せください。

傍聴について

令和元年度分　政務活動費会計報告
　本市議会では、大和市議会政務活動費の交付に関
する条例により、議員が行う市政に関する調査研究
に資するために必要な経費の一部として、議会にお
ける会派又は会派に所属しない議員に対して政務活
動費を交付しています。
　令和元年度のように議員の任期が満了する改選年
の場合は、条例の規定により任期満了日の属する前

の前月（４月）と新たな任期（５月から）の分を分
けて支給することになっています。そのため、会計
報告が２表に分かれています。なお、会計帳簿、領
収書等の会計資料及び調査研究報告書を市議会ホー
ムページで公開しておりますので御覧ください。詳
細は、議会事務局総務係（電話０４６－２６０－５
５０２）までお問合せください。

令和元年度 4月分　会計報告� （単位：円）

自民党・ 
新政クラブ 公明党 明るいみらい

大和 日本共産党 神奈川ネット
ワーク運動 虹の会 会派に所属

しない議員 合計

収　入 350,000 175,000 140,000 105,000 70,000 70,000 35,000 945,000
政務活動費 350,000 175,000 140,000 105,000 70,000 70,000 35,000 945,000
支　出 54 90 410 12,170 0 1 35,000 47,725
研究研修費 0 0 0 0 0 0 0 0
調査旅費 0 0 0 0 0 0 0 0
資料作成費 54 90 410 12,170 0 1 0 12,725
資料購入費 0 0 0 0 0 0 0 0
広報費 0 0 0 0 0 0 35,000 35,000
広聴費 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
残　額 349,946 174,910 139,590 92,830 70,000 69,999 0 897,275

令和元年度 5月～ 3月分　会計報告� （単位：円）

自民党・ 
新政クラブ

やまと
市民クラブ 公明党 神奈川ネット

ワーク運動 大和正風会 日本共産党 虹の会 合計

収　入 2,695,000 2,310,000 1,925,000 1,155,000 1,155,000 770,000 770,000 10,780,000
政務活動費 2,695,000 2,310,000 1,925,000 1,155,000 1,155,000 770,000 770,000 10,780,000
支　出 2,695,000 2,304,533 1,922,247 924,339 1,104,451 584,118 674,687 10,209,375
研究研修費 229,746 319,224 163,122 171,312 63,428 0 31,320 978,152
調査旅費 832,795 685,296 673,069 0 206,813 0 0 2,397,973
資料作成費 638,413 3,802 22,376 52,951 30,850 57,298 30,777 836,467
資料購入費 29,606 10,571 7,700 37,580 47,000 14,300 25,558 172,315
広報費 964,440 1,285,640 1,055,980 656,696 756,360 512,520 587,032 5,818,668
広聴費 0 0 0 5,800 0 0 0 5,800
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
残　額 0 5,467 2,753 230,661 50,549 185,882 95,313 570,625

委　員　会　と　は委　員　会　と　は
　市議会で取り扱う問題は、幅広い分野にわたっています。そのため、専門的な立場から審査を行うことを目的として、各部門に分かれた
委員会を設置しています。委員会の種類には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。

議会運営委員会
　主に議会の運営に関する事項などについ
て話し合うために設置されている常設の委
員会です。

特別委員会
　特定の問題について審査するため、必要に
応じて設置される委員会で、本市議会では現
在１つの特別委員会が設置されています。

基地対策特別委員会
　基地対策に関する事項について審査しま
す。

総務常任委員会
　行政施策、財政、情報公開、契約、税、
選挙、消防活動、基地対策及びほかの
委員会に属さない事項など市の総務部
門に関する事項について所管します。

厚生常任委員会
　健康福祉、高齢福祉、障がい者福祉、
生活保護、児童手当、保育、青少年育
成、市立病院など市の民生部門に関す
る事項について所管します。

環境建設常任委員会
　環境対策、緑の普及、農政、ごみ、
都市計画、公共下水道、道路、土地区
画整理、市営住宅など市の環境・建設
部門に関する事項について所管します。

文教市民経済常任委員会
　学校教育、文化振興、生涯学習、ス
ポーツ振興、戸籍、国民健康保険、産
業振興、防犯など市の教育・経済部門
に関する事項について所管します。

　常設の委員会で、本市議会では４つの常
任委員会が設置されています。議員は１つ
の常任委員会に所属しなければなりません。

常任委員会



本紙の内容は令和2年5月7日時点のものです。

議案の審議結果 自民党（自由民主党）、公明（公明党）、正風会（大和正風会）、
ネット（神奈川ネットワーク運動）、みらい（明るいみらい大和）、
共産（日本共産党）、虹の会

◯賛成　●反対　－退席、欠席、除斥
副議長は表決に加わりません

審議結果

各　議　員　の　賛　否 賛否数
自　民　党 公 　 明 正風会 ネット みらい 共　産 虹の会
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【報　告】
第　１号

専決処分の承認について（大和市介護
保険条例の一部を改正する条例） 承 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

第　２号 専決処分の承認について（大和市国民
健康保険条例の一部を改正する条例） 承 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

第　３号
専決処分の承認について（令和２年度
大和市国民健康保険事業特別会計補正
予算（第１号））

承 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

第　４号 専決処分の承認について（大和市おも
いやりマスク着用条例） 承 認 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● 16 9

第　５号
専決処分の承認について（大和市長等
常勤の特別職の職員の給与に関する条
例の一部を改正する条例）

承 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 24 2

第　６号 専決処分の承認について（令和２年度
大和市一般会計補正予算（第１号）） 承 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

第　７号 専決処分の承認について（令和２年度
大和市一般会計補正予算（第２号）） 承 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

【議　案】
第２３号 監査委員の選任について 同 意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

副

議

長
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　市議会議員は市民の代表として、通
常４年ごとの選挙によって選ばれます。

条例で現在2 8名と定めています。なお、市議会議員に立候補できる人
は、選挙権のある満2 5歳以上の市民です。

議　　員

　議長と副議長は議員の中から選挙で
選ばれます。議長は、市議会のスムー

ズな運営に努め、議場の秩序を保ちます。また、市議会の代表として会
議に出席したり、様々な事務を処理したりしています。
　副議長は、議長に事故のあるときや欠けたときに、議長に代わって仕
事をします。

議長と副議長

　市議会の意思を決定する話合いの場
として、定例会（３月、６月、９月、

1 2月に招集）と臨時会（必要に応じて）があります。
　定例会や臨時会では、最初に会期（いつまで会議を行うか）が決められ、
その期間中に本会議や委員会が開かれ、議案（市の行う事業の予算や市
の法律とも言える条例）などが審議・審査されます。

定例会と臨時会

　大和市民の生活にとって大事な市の
公益に関することでも、それが国や県

の仕事である場合など、市の力だけでは解決できないことがあります。
このようなときには、国や県など関係機関に「意見書」を提出したり、「決
議」を行うなどして、大和市議会としての意思を表明することでその解
決を求めます。

意見書の提出と決議

定例会の流れ
開　　会

議案上程

委員会付託

委員長報告

議　　決

閉　　会

議員定数の半数以上の
出席が必要で、議長の
開会宣告で始まります。

議案を議題にすること
を上程といいます。
提案者は提出議案の内
容と理由について説明
します。
議案について、議員が
質疑（質問）し、提案
者がこれに答えます。

議案などをより詳しく
審査するために、関係
する委員会に付託（任
せること）をします。

定例会では、市政全般
について市長等の考え
をただす一般質問が行
われます。

会期最終日に本会議を
開き、各委員会の経過
や結果が報告されます。

議案や請願・陳情につ
いて賛成・反対の意見
（討論）が述べられ、
全ての意見が出た後に
採決を行います。

議長の閉会宣告で会議
の終わりとなります。

各委員会では付託された議案や請
願・陳情について執行機関から詳
しく説明を受けたり、質疑するな
ど審査を行い、委員会として賛成
するか、反対するかを決定します。

一般質問

　明るく住みよい大和市にするために
は、大和市民全員の手でまちづくりを

するのが理想です。しかし、多くの市民が１か所に集まって話し合うこ
とは困難なため、市民の代表者によって話合いが行われます。
　この代表者が、市議会議員と市長です。
　市議会議員が集まって、市民生活に密着した市の予算や条例などを話
合い、市の意思を決めるところが市議会で、市長はその決まったことを
実際に行っていきます。このことから、市議会を「議決機関」、市長やそ
の他の行政サイドの機関を「執行機関」とも言います。
　市議会と市長は、それぞれ独自の権限を持ち、車の両輪のように対等
な立場で、均衡を取り合いながら、よりよいまちづくりに努めています。
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市議会の構成

○委員会の内容と会議の傍聴については３面を御覧ください。

市 議 会 の し く み

　市政について意見や要望があるとき
は、どなたでも請願や陳情を提出でき

ます。請願は市議会議員の紹介が必要ですが、陳情はその必要がありま
せん。本市議会では、委員会での審査をはじめ、その取扱いは陳情も請
願と基本的に同様です。また議会基本条例の施行により、請願者や陳情
者は委員会において委員長の許可の下に意見陳述等を行うことができま
す。本会議で「採択」されたものは、その内容により執行機関に送付し
ます。

請願・陳情と意見陳述

大和市
イベントキャラクター

ヤマトン

　議会基本条例の施行により、市民の
多様な御意見を議会活動に生かすため、

市民や団体等との意見交換会を実施します。市議会との意見交換を希望
する場合には、所定の申込書に必要事項を記入の上、御提出ください。

意見交換会
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